
建築基準法第44条第1項第4号許可の流れ 

建築審査会 

委員： 

・建築課長 

・道路保全課長 

・消防保安課長 

・県警本部交通規制課長 
・設置地域を所管する建築主事 

・会長が指定する者 

申請者 

9 建築 

  許可 

6 副申 

8 同意 

7 諮問 

1 事前協議 

必要な機関： 
・国土交通省河川国道事務所 
・広域本部建築主管課及び関係課 
・警察署 
・消防署 
・市町村関係部署 
・建築課 
・その他関係機関 

上空通路連絡協議会 

3 報告 

5 許可 
申請 

事務局 
（建築課） 

4  
支障なし
と判断 

地域連絡会議 

事務局 
（広域本部景観建築課） 

情報提供・課題の抽出等を行う 

許可に関する協議等を行う 

2 結果 
 通知 

（様式2） 
取下げ届 

計画を取り止める場合 

（様式1） 
事前協議書 


